
　
国
民
年
金
は
、20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
国
民
が
加
入
し
、老
齢
・
障
害
・
死
亡
の
保
険
に
該
当
し
た
時
に
基

礎
年
金
を
支
給
す
る
、公
的
年
金
制
度
で
す
。

　
老
齢
・
障
害
・
死
亡
等
に
よ
る
所
得
の
喪
失
・
減
少
に
よ
り
、国
民
生
活
の
安
定
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
を
、国

民
の
共
同
連
帯
に
よ
っ
て
防
止
し
、健
全
な
国
民
生
活
の
維
持
及
び
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

公
的
年
金
制
度
と
な
っ
て
い
ま
す
。国
民
年
金
は
、基
本
的
に
全
て
の
国
民
が
加
入
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

公
的
年
金
制
度
の
仕
組
み

�

◆
社
会
保
険
方
式

　
公
的
年
金
制
度
は
、
社
会
保
険
方
式
を
と
っ
て
お
り
、
保
険
料
を

基
本
と
し
て
国
庫
負
担
（
税
金
）
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
安
定
的

に
運
営
し
て
い
ま
す
。�

　
年
金
給
付
に
要
す
る
費
用
は
、
加
入
者
（
現
役
世
代
）
の
支
払
う

保
険
料
及
び
国
庫
負
担
（
税
金
）
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。�

　
国
民
年
金
（
基
礎
年
金
）
へ
の
国
庫
負
担
は
３
分
の
１
と
な
っ
て

お
り
、
こ
の
割
合
は
毎
年
少
し
ず
つ
引
き
上
げ
ら
れ
、
平
成
21
年
度

ま
で
に
２
分
の
１
に
な
り
ま
す
。�

　
社
会
保
険
方
式
は
、
老
齢
、
障
害
及
び
死
亡
と
い
う
事
故
に
備
え

て
あ
ら
か
じ
め
保
険
料
を
拠
出
し
、
こ
れ
ら
の
事
故
が
起
き
た
際
に

保
険
料
を
財
源
と
し
て
年
金
給
付
を
行
う
と
い
う
も
の
で
す
。
原
則

的
に
は
保
険
料
を
納
め
な
け
れ
ば
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。�

◆
基
礎
年
金
と
上
乗
せ
年
金
の
２
階
建
て

　
わ
が
国
の
年
金
制
度
は
、
従
来
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
対
象
と

す
る
厚
生
年
金
、
公
務
員
な
ど
を
対
象
と
す
る
共
済
年
金
、
自

営
業
者
な
ど
を
対
象
と
す
る
国
民
年
金
と
い
う
よ
う
に
分
立
し

て
い
ま
し
た
が
、
昭
和
60
年
の
法
律
改
正
に
よ
り
、
国
民
年
金

の
適
用
の
範
囲
が
す
べ
て
の
国
民
に
拡
大
さ
れ
、
厚
生
年
金
や

共
済
年
金
の
被
保
険
者
及
び
そ
の
配
偶
者
も
国
民
年
金
の
被
保

険
者
と
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。�

�

支
え
合
っ
て
将
来
も
っ
と
確
か
な
安
心
を�

国
民
年
金
は
、あ
な
た
と
み
ん
な
の
未
来
を
つ
な
ぐ
大
切
な「
き
ず
な
」で
す

支
え
合
っ
て
将
来
も
っ
と
確
か
な
安
心
を�

あ
な
た
の
た
め
に
、
み
ん
な
の
た
め
に

◆公的年金制度の位置づけと仕組み◆

※資料：総務省統計局「平成18年10月1日現在推計人口」

◆年金制度の体系図◆

公的年金制度とは 

   国が責任を持って 
   運営する高齢者の

老後の収入の保障 

 現役世代が高齢者の 
 老後生活を支える 

世代から世代への仕送り 

すべての国民が 
対象となる

国 民 皆 年 金 

国庫負担 

保険料未納者 

保険料 

年金受給世代
（65歳以上） 

約2,660万人 
           （平成18年） 

現役世代（20歳以上65歳未満） 約7,731万人 （平成18年） 

第2号被保険者の 
被扶養配偶者 

第1号被保険者 
第3号 
被保険者 

（自営業者等） 

第2号被保険者 

（サラリーマン） （公務員等） 

国 民 年 金 

（基 礎 年 金） 

厚 生 年 金 共済年金 

厚生年金基金 

（代行部分） 

職域 
相当部分 

確
定
拠
出
年
金

個
人
型

 

国

民

年

金

基

金 

付

加

年

金 

上
乗
せ
年
金

2
階

基
礎
年
金

1
階

上
乗
せ
年
金

2
階

基
礎
年
金

1
階

（

（
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納
付
や
、
納
め
忘
れ
を
防
ぐ
た
め
に
も
安
心

便
利
な
「
口
座
振
替
」
、
ま
と
め
て
納
付
す

る
と
割
引
に
な
る
「
前
納
制
度
」
も
あ
り
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。�

���

　
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に

は
、
市
役
所
の
国
民
年
金
担
当
窓
口
に
届
出

ま
た
は
申
請
す
る
と
保
険
料
納
付
が
免
除
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
保
険
料
の
免
除
が

受
け
ら
れ
る
の
は
次
の
場
合
で
す
。�

①
国
民
年
金
や
厚
生
年
金
な
ど
か
ら
障
害
年

金
を
受
け
て
い
る
と
き
や
、
生
活
保
護
法
に

よ
る
生
活
扶
助
を
受
け
て
い
る
と
き
。
こ
の

場
合
は
、
市
役
所
を
通
し
て
社
会
保
険
事
務

所
長
に
届
け
出
る
こ
と
に
よ
り
、
保
険
料
納

付
が
免
除
さ
れ
ま
す
（
法
定
免
除
）
。�

②
所
得
が
少
な
い
場
合
な
ど
保
険
料
を
納
め

る
こ
と
が
著
し
く
困
難
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

こ
の
場
合
は
、
市
役
所
を
通
し
て
申
請
を
行

い
、
社
会
保
険
事
務
所
長
が
認
め
た
場
合
に

限
り
保
険
料
納
付
が
免
除
さ
れ
ま
す
（
申
請

免
除
）
。�

　
申
請
免
除
は
、
前
年
の
所
得
に
よ
っ
て
、

全
額
免
除
と
一
部
納
付
（
４
分
の
１
納
付
／

半
額
納
付
／
４
分
の
３
納
付
）
に
分
け
ら
れ

ま
す
。�

　
全
額
免
除
を
受
け
た
期
間
に
つ
い
て
は
、

そ
の
期
間
の
う
ち
の
６
分
の
２
が
年
金
額
に

反
映
さ
れ
、
一
部
納
付
期
間
に
つ
い
て
は
、

そ
の
期
間
の
う
ち
、
４
分
の
１
納
付
は
６
分

の
３
／
半
額
納
付
は
６
分
の
４
／
４
分
の

３
納
付
は
６
分
の
５
が
年
金
額
に
反
映
さ

れ
ま
す
。�

　
老
後
の
生
活
実
態
を
見
て
も
、
公
的
年
金

や
恩
給
を
受
給
し
て
い
る
高
齢
者
世
帯
の
59
・

９
％
の
世
帯
が
公
的
年
金
や
恩
給
の
み
で
生

活
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
公
的
年
金
は
高
齢

者
世
帯
の
平
均
所
得
の
70
・
２
％
を
占
め
て

お
り
、
老
後
生
活
の
主
要
な
柱
と
し
て
な
く

て
は
な
ら
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
ま
す
。�

　
ま
た
、
公
的
年
金
は
、
わ
が
国
の
社
会
保

障
給
付
費
の
半
分
以
上
を
占
め
て
お
り
、
暮

ら
し
を
支
え
る
大
き
な
力
と
な
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。�

◆
市
役
所
で
加
入
手
続
を

　
20
歳
に
な
っ
た
と
き
は
、
国
民
年
金
の

第
１
号
被
保
険
者
に
な
る
た
め
の
手
続
を
、

自
分
の
責
任
で
、
必
ず
住
所
地
の
市
役
所

国
民
年
金
担
当
窓
口
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

（
第
２
号
・
第
３
号
被
保
険
者
に
該
当
す

る
場
合
を
除
き
ま
す
）�

　
加
入
手
続
を
済
ま
せ
る
と
、
年
金
手
帳

が
交
付
さ
れ
ま
す
。
こ
の
手
帳
は
、
就
職
、

転
職
、
離
職
等
に
よ
り
生
活
環
境
が
変
わ

っ
た
と
き
や
年
金
を
受
け
る
と
き
な
ど
、

一
生
を
通
し
て
使
う
も
の
で
す
か
ら
、
大

切
に
保
管
し
ま
し
ょ
う
。�

　
な
お
、
20
歳
に
な
る
前
か
ら
就
職
し
て

会
社
等
に
勤
め
て
い
る
人
は
、
厚
生
年
金

や
共
済
組
合
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
、

同
時
に
国
民
年
金
の
第
２
号
被
保
険
者
に

も
な
り
ま
す
。
こ
の
手
続
は
、
勤
め
先
の

事
業
主
等
が
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。�

◆
保
険
料
の
納
め
方

　
国
民
年
金
の
保
険
料
は
、
加
入
手
続
後

に
社
会
保
険
庁
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
「
国

民
年
金
保
険
料
納
付
案
内
書
」に
よ
り
、銀

行
や
信
用
金
庫
な
ど
金
融
機
関
の
窓
口
や

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
窓
口
で
納
付

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。保
険
料
の
月
額
は
、

１
万
４
６
６
０
円（
平
成
21
年
度
）で
す
。�

　
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
電
子

　�

老
後
の
生
活
の
基
本
部
分
を

　
ガ
ッ
チ
リ
支
え
る

▲約６割の高齢者世帯が
　年金収入だけで生活

▼年金は高齢者世帯の
　収入の約７割

20
歳
に
な
っ
た
ら

　
国
民
年
金
に
加
入

保
険
料
が
納
め
ら
れ
な
い

　
そ
ん
な
時
に
は

※
将
来
、
満
額
の
年
金
を
受
け
取
る
た
め

に
も
、
免
除
さ
れ
て
い
た
期
間
の
保
険
料

を
さ
か
の
ぼ
っ
て
（
10
年
以
内
）
納
付
す

る
こ
と
（
追
納
）
を
お
奨
め
し
ま
す
。

◎
お
問
合
せ
　
保
険
課
a

62-

１
１
１
７

公的年金・恩給の総所得に
占める割合が100%の世帯 

公的年金・恩給211.9万円

59.9％ 

80～100％ 
未満の世帯 
10.3％ 

60～80％ 
未満の世帯 
11.8％ 

40～60％ 
未満の世帯 
8.8％ 

20～40％ 
未満の世帯 
6.7％ 

20％未満の世帯 
2.5％ 

公的年金・恩給
を受給している 
高齢者世帯

70.2％ 

稼働所得 
18.1％ 

財産所得
5.2％ 

その他の所得 
6.5％ 

高齢者世帯の

※資料：平成18年　国民生活基礎調査

北秋田市役所�

平均所得
301.9万円
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